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１６８名の子供たちと３０名の教職員と過ごした一学期も今日で終わりです｡子供たちは，

それぞれ目標を持って日々の学習や行事へ取り組み，様々なことを学び，大きく成長すること

ができました。目標に達成できず落ち込んだり，失敗で自分を責めたり，人間関係に苦しんだ

り，楽しいことばかりではなかったかもしれません。けれど，周りのアドバイスを受けながら，

自分なりの努力で壁を乗り越えることができたこと，努力して乗り越えようとしたこと，これ

ら全てが学びであり，成長だと思います。私たち教職員は，子供たちに寄り添った指導をめざ

して取り組んできたつもりです。子供たちは，どの子もよくなろうとしていると思います。そ

の思いを信じて，これからも，しっかりと応援していきたいと思います。子供たちのひたむき

にがんばる姿や，保護者の皆様の御理解・御支援は，私たちに大きなエネルギーを与えてくれ

ます。一学期の取り組みを振り返り，二学期につなげていきたいと思います。ありがとうござ

いました。

子供たちにとっては，待ちに待っていた夏休みです。保護者の皆

様にとっては，どうでしょう。子供たちと過ごす時間が増え，楽し

みもありますが，仕事で子供たちだけでいる時間が多くなり，心配

もあるのでないかと思います。年々子供たちの安全が脅かされてい

るように感じます。終業式では，子供たちに「よく働き，よく学び，

よく遊べ｣という話をしましたが，一番大事なことは，「安全に｣とい

うことです。全員が元気な顔で二学期を迎えられますようにお願いしたいと思います。心配な

ことがありましたら，いつでも学校に連絡をお願いします。

夏休みには地域の行事に！

○ラジオ体操(各地区)

○らくやき教室 ７月２５日(土) 富士川悠遊館

○球技大会 ７月２６日(日) 善誘館小学校

○フラダンス体験教室 ７月２７日(月) ８月３，１０，１７日

富士川悠遊館

○金魚すくい・ヨーヨー釣り大会 ８月 ２日(日) ふれあい公園

○合同納涼祭 ８月 ２日(日) 善誘館小学校

○花火の日 ８月 ９日(日) 善誘館小学校

○親子工作教室 三世代代ふれあい祭 ８月２３日(日) 富士川悠遊館

○地区防災訓練(シェイクアウト訓練) ８月３０日(日) 善誘館小学校

夏休みには，上記のような地域の行事が予定されています。学校からもお知らせを配付しま

したが，回覧板で等でお知らせが回ると思います。積極的に参加するようお家の方々からも声

かけをよろしくお願いします。

また，８月３０日(日)には，地区総合防災訓練が行われます。善誘館小学校は，避難所とな

ります。できる限り子供たちの参加も保護者とともにお願いします。

校 訓 「善行・勤勉・体育」

学校教育目標

○ 思いやる心をもつ子

○ よく考え工夫する子

○ 元気でたくましい子



花いっぱい！ 野菜いっぱい！
今年度も南館に緑のカーテンを設置しました。５月末にゴーヤを植え付けましたが，順調に

生育しています。どれだけ上に密集したまま育ってくれるか楽しみです。

プランターには，色々な花が所狭しと咲いています。ペチュニアや日々草，百日草，松葉ボ

タン，マリーゴールドなど色とりどりです。地域の方からいただいた花の苗もたくさんありま

す。（琢美地区自治会や琢美地区の丸山通家様には，それぞれ松葉ボタン，ペチュニア，日々

草，百日草，の苗をたくさんいただきました。ありがとうございました。）

各学年で作っている畑の野菜なども豊作です。ミニトマトやキュウリ，トウモロコシ，ジャ

ガイモなどを収穫しました。子供たちが一生懸命世話をした成果です。世話をした植物が実を

付けてくれるとうれしいものです。

春先に一生懸命に畑に堆肥などを入れて土作りをしてくださった技能員の宮川さんに感謝し

たいと思います。ありがとうございました。

《自転車の道路交通法改正について》
自転車の交通マナーを取り締まるため，2015年 6月 1日から改正道路交通法が施行されました。

◇改正道路交通法の概要とは？

自転車の信号無視，一時不停止，ブレーキのない自転車の運転など 14 項目を危険行為に指定，３年間に
２回以上摘発されると３時間の安全運転講習を義務づけられます。危険運転行為を３年以 内に２回以上摘

発されると「自転車運転講習」の受講命令が下されます。命令を受け，３ヶ月以内 に受講しなければなり

ませんが，もし命令を無視して受講しなかった場合には，５万円以下の罰金が課せられます。

(満１４歳以上は全ての人が対象)

〈違反行為とされる 14項目について〉
１ 信号無視 ２ 通行禁止違反 ３ 歩行者用道路での徐行違反

４ 通行区分違反 ※路側帯の通行など ５ 路側帯通行時での歩行者通行妨害

６ 遮断機の下りた踏切への侵入及び立ち入り ７ 交差点で右折する場合の直進車の妨害など

８ 交差点での優先車妨害等 ９ 環状交差点の安全進行義務違反

10 指定場所一時不停止等 11 歩道通行時の通行方法違反
12 ブレーキ不良の自転車運転 13 飲酒運転 14 携帯電話を使用するなど安全運転義務違反
＊安全運転義務違反とは？

・運転中にスマホや携帯電話を使用する行為

・運転中にヘッドホンやイヤホンで音楽を聴く行為

・運転中に傘をさしたり飲み物を飲む片手運転などの行為

・その他荷物を持ちながらの片手運転や歩道を並んで走る行為など

☆対象者は１４歳以上ですが，小学校時代からの習慣化が大切です。夏休み中に，親子で正しく

安全な乗り方の確認する機会をぜひ設けていただきたいと思います。

安全で楽しい夏休みに




